
内装制限
　建築基準法では、可燃物の多い用途や排煙のための開口部がないなど、フラッシュオーバー（火
災により、室内の可燃物が熱分解し発生する引火性ガスの充満によって爆発的な延焼火災となる
現象）を早める要素をもつ空間に対して、用途、規模、構造及び開口部の条件から、壁及び天井
の室内に面する部分の内装を燃えにくい材料で仕上げることを義務付けています（表８参照）。

３．規模による制限（法 21条）
　大規模木造建築の火災は消化が困難かつ倒壊時の周辺への影響が大きいことから、階数と高さ
（法 21条１項）、延床面積（法 21条２項）に応じて制限を受けます（図 21参照）。

木造を採用しやすい建物の用途
　防火・耐火の制限がある中で、木造を採用しやすい建物用途として以下の用途があげられます。
　このほか、保育園や幼稚園、共同住宅などは、２階建以下の小規模なものであれば、耐火構
造の制限を受けません。内装の木質化と合わせ、木の安らぎを感じられる空間を創出できます。



栄養（木材） 温度

酸素 水分

劣化防止とメンテナンス

気象による劣化
　木材を屋外にさらすと、紫外線により毛羽立
ちや割れが発生し、やがて変色します。表層で
起こるため、木材強度に直接影響はしませんが、
放置すると隣接する構造材料の腐朽等を誘発す
る可能性があります。

　太陽光や雨水が主な要因となるため、庇の設
置や、軒の出を深くすることが対策となります。
また、塗装による表面処理も有効です。

生物による劣化
　生物による主な劣化要因として、腐朽と蟻害
があります。いずれも、共通する４つの生育条
件が整ったときに活発となるため、条件が揃わ
ないようコントロールが必要です（図 22参照）。



建築計画上の配慮
　木材の劣化要因の多くは、湿潤な環境に起因するものが多くあります。日陰や雨水のコントロー
ルについて、計画段階から配慮すると良いでしょう。また、施工性や点検に配慮し、修繕や設備
更新等の維持管理のコストを抑えることも意識しましょう。

　配置計画
　　隣接建物との距離が極端に近かったり、壁面が常に日陰となりような植栽があると、水分
　が乾燥しにくい状況となり、壁仕上材や構造体の劣化を招く要因となります。

　平面計画
　　平面計上が複雑で入り組んでいると、外壁入り遇部等に湿気等が滞留しやすくなるほか、
　屋根の施工性の悪化から、漏水を引き起こしやすくなります。

　断面計画
　　道路面と敷地との高さ関係はもちろんですが、雨水の跳ね返りや地盤からの湿気を考慮し、
　基礎立ち上がり高さを一定以上設けることが望ましいです。軒の出が小さいと、外壁面に雨
　水が掛かりやすくなり、ひび割れや防水性能の劣化と重なり、壁体内への浸透を許してしま
　います。

　メンテナンス性
　　再塗装や保守・点検など、維持管理が効率的かつ安全に実施できるよう、点検用はしごや
　キャットウォーク、点検口等により、アクセスを確保する事が望ましいです。足場を必要と
　しないような工夫は、維持管理費用の削減にも繋がります。

　更新性
　　建物を長期的に使用していく上で耐用年数を迎える部材（木質パネル、設備機器類等）は、
　標準的で交換しやすい仕様にすると、更新が経済的かつ容易に行えます。また、耐用年数が
　異なる部材の道連れ工事が最小限となるよう、部材同士の取り合いの配慮や、動線・スペー　
　スの確保も必要です。



その他コストに関する木材のメリット

　税金についても、一種の運用コストと考えられます。税制面における木造建築物の特徴として、
他の構造に比べ、法定耐用年数が短い点があります（表 12参照）。
　法定耐用年数が短い場合のメリットとして、短期間でより大きい額を費用として計上できる（表
13参照）ため、減価償却期間中は、比較的高い節税効果を見込めます。特に倉庫や店舗については、
早期の資金回収、再投資が望まれる傾向にあるため、木造の方が減価償却上のメリットが大きい
という考え方ができます。

　そのほかの要素として、固定資産税など建物の評価額を計算根拠とする税は、木造の方が安く
なる傾向がある一方、火災保険料は、木造（耐火建築物等ではない場合）の方が高くなります。
　運用期間の想定によっては、構造の違いが大きな差を生む可能性があります。

建物重量と工事費
　令和６年度に作成した「非住宅建築の木造化に係るコス
ト比較集」において、200㎡／階の事務所をモデルに、平
屋建、２階建、３階建のそれぞれで木造及び鉄骨造とした
場合の建設コストを検証したところ、全てのモデルにおい
て、木造の方が安価となりました（表 11参照）。
　また、一般社団法人木を活かす建築推進協議会の報告書
（平成 27年度）において検証された、実在の保育園（木造）
をモデルに、鉄骨造、ＲＣ造とした場合のコスト比較にお
いても、木造が最も安価となる結果が示されています。

木造の方が有利な点として、基礎が小さく済むことが挙
げられます。一般的に、木造に比べ、その他構造の躯体重
量は重く、より高い性能を基礎に求めます。その結果、同
じ基礎種別でも、サイズアップに伴う鉄筋量やコンクリー
ト量、土工事の増加により、費用の差が生じます。
　また、先述のコスト検証は、いずれの構造においても地
盤の影響がない想定としていますが、建物重量の差は地耐
力にも影響することから、地盤改良等の有無により、更に
工事費の差が生じることが予想されます。

税制面



ランニングコストの低減
　運用時の費用（ランニングコスト）は、建設時の費用（イニシャルコスト）のより高額であり、
イニシャルコストの４倍ほどとする試算もあることから、ランニングコストの低減についても重
要となります（図 23参照）。
　ランニングコストには、電気料金や水道代といった運用コストのほか、点検・保守費用、修繕
費といった保全コストが含まれます。
　運用コストについては、計画段階からパッシブ技術やアクティブ技術を取り入れ、省エネルギー
性能を高めることで、冷暖房や照明による負荷の低減が期待できます（図 24参照）。
　保全コストについても、木材の特性を理解し、適切な使い方をすることで、軽微なメンテナン
スで長期にわたり健全に保つことができます。

【参考】その他コストに関する情報

鹿児島県では、令和６年度に「非住宅建築物の木造化にかかるコスト比較集」を作成しており
ます。本手引きと併せてご活用ください。
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